
⻄尾市都市公園条例 (昭和59年12⽉21⽇条例第26号) 

最終改正:令和元年６⽉28⽇条例第45号

改正内容:令和元年６⽉28⽇条例第45号 [令和２年４⽉１⽇]

（⾏為の制限）
第３条 都市公園において、次の各号に掲げる⾏為をしようとする者は、市⻑の許可を受けなければならない。

(１) ⾏商、募⾦その他これらに類する⾏為をすること。
(２) 業として写真⼜は映画を撮影すること。
(３) 興⾏を⾏うこと。
(４) 競技会、展⽰会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部⼜は⼀部を独占して利⽤すること。

２ 前項の許可を受けようとする者は、⾏為の目的、⾏為の期間、⾏為を⾏う場所⼜は公園施設、⾏為の内容その他市⻑
の指⽰する事項を記載した申請書を市⻑に提出しなければならない。

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市⻑に提出
してその許可を受けなければならない。

４ 市⻑は、第１項各号に掲げる⾏為が公衆の都市公園の利⽤に⽀障を及ぼさないと認める場合に限り、第１項⼜は前項
の許可を与えることができる。

５ 市⻑は、第１項⼜は第３項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
（申請書に添付すべき書類）

第10条 法第５条第１項⼜は法第６条第１項若しくは第３項の規定により、公園施設の設置若しくは都市公園の占⽤の
許可を受けようとする者⼜はそれらの許可を受けた事項の⼀部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、
仕様書及び図⾯を添えなければならない。
（使⽤料）

第11条 法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項⼜は第３条第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、別表
に掲げる額の使⽤料を納付しなければならない。
（使⽤料の徴収）

第12条 使⽤料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占⽤⼜は第３条第１項各号に掲げる⾏為（以下「都市公
園の使⽤」という。）の許可の際、納付しなければならない。ただし、官公署、学校等で市⻑が特別の理由があると認
めるときは、都市公園の使⽤後、３⽉を超えない範囲の期間で納付することができる。

２ 市⻑は、使⽤料が特に多額であるとき、⼜は⼀時に納付することが困難であると認めるときは、分割納付させること
ができる。
（使⽤料の減免）

第13条 市⻑は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使⽤料を減免することができる。
（使⽤料の還付）

第14条 納付された使⽤料は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。
(１) 法第27条第２項⼜は次条第２項の規定に基づき、市⻑が都市公園の使⽤の許可を取り消し、⼜はその許可に係
る⾏為の中⽌を命じたとき。

(２) 都市公園の使⽤の許可を受けた者が、市⻑の承認を受けて、その許可に係る⾏為を中⽌したとき。
（監督処分）

第15条 市⻑は、次の各号の⼀に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効⼒を停⽌
し、若しくはその条件を変更し、⼜は⾏為の中⽌、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(１) この条例⼜はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(２) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(３) 偽りその他不正な⼿段によりこの条例の規定による許可を受けた者

２ 市⻑は、次の各号の⼀に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処
分をし、⼜は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(１) 都市公園に関する⼯事のためやむを得ない必要が⽣じた場合
(２) 都市公園の保全⼜は公衆の都市公園の利⽤に著しい⽀障が⽣じた場合
(３) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が⽣じた場合
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別表（第11条関係）
区分 単位 ⾦額 備考

公園施設を設ける場合 １平⽅メートル
１年につき

円
760

１ 使⽤料の単位が年額の場
合、使⽤期間が１年未満のと
きは⽉割とし、１⽉未満のも
の⼜は１⽉未満の端数はそれ
ぞれ１⽉として計算する。

２ 使⽤料の額の基礎となる使
⽤⾯積が１平⽅メートル未満
のもの⼜は１平⽅メートル未
満の端数は１平⽅メートルに
それぞれ計算する。

３ 使⽤料の総額が50円に満た
ないときは50円とする。

４ 競技会、展⽰会、博覧会そ
の他これらに類する催しのた
め使⽤する場合において使⽤
許可を受けた者が⼊場料その
他これに類する料⾦を徴収す
る場合には２倍の額とする。

公園施設を管理する場合 １平⽅メートル
１年につき

1,100

⾏商、募⾦その他これらに
類する⾏為をする場合

１⽇１⼈につき 1,100

業として写真の撮影を⾏う
場合

１⽇につき 1,100

業として映画の撮影を⾏う
場合

１⽇につき 1,100

競技会、展⽰会、博覧会そ
の他これらに類する催しを
⾏う場合

１平⽅メートル
１⽇につき

４

興⾏を⾏う場合 １平⽅メートル
１⽇につき

10

競技会、展⽰会、博覧会そ
の他これらに類する催しの
ため⼯作物を設ける場合

１平⽅メートル
１⽇につき

10

以上に定める場合のほか、
⻄尾市道路占⽤料条例（昭
和61年⻄尾市条例第３号）
別表に掲げるものに該当す
る場合

同条例第２条の規定を準⽤する。
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